
 

実施計画書についての市民意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

 

実施計画書についての市民意見の概要及び都市計画決定権者の見解は、表１に示すとおりである。 

表１ 実施計画書についての市民意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

№ 市民意見の概要 都市計画決定権者の見解 

1 

 施設の供用に伴う車両の走行による騒

音・振動、埃、低周波音の影響が懸念される。 

 また、既設のアストラムラインの騒音の実

態はどの程度か。 

 車両の走行による騒音・振動については、

現況調査及び予測・評価を行い、必要な環境

保全措置を検討した結果を環境影響評価準

備書に記載します。 

 また、既存区間における騒音・振動を実測

し、環境影響評価準備書に記載します。 

 なお、騒音・振動に関して、既存区間では

現時点で特段の問題は発生していません。 

 埃による周辺家屋への影響について、既存

区間と同様に軌道の清掃・維持・管理を適切

に行うことにより、周辺への影響を低減する

よう配慮します。 

 なお、既存区間では特段の問題は発生して

いません。 

 低周波音による影響について、既存区間で

は特段の問題は発生しておらず、その発生は

極めて小さいものと考えているため環境影

響評価項目として選定していませんが、環境

影響評価審査会等の意見を踏まえ検討しま

す。 

2 

 五月が丘地区の曲線部については、車輪の

きしみ音や車両の振動の発生が考えられる

ことから、騒音・振動の調査地点・予測地点

を追加してもらいたい。 

 曲線部の車両の走行による騒音・振動の調

査地点・予測地点については、既存区間の騒

音・振動を実測した結果と環境影響評価審査

会等の意見を踏まえ検討します。 

  

資料１ 
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3 

 施設の供用に伴う車両の走行による騒

音・振動の規制・管理はどのように考えてい

るのか。五月が丘地区は第一種低層住居専用

地域に指定されており、静かな深夜や早朝に

おける騒音・振動の影響が懸念される。 

 新交通システム（軌道）の車両の走行によ

る騒音・振動を対象とした規制・基準等はあ

りません。 

 このため、騒音については「在来鉄道の新

設又は大規模改良に際しての騒音対策の指

針について」（平成７年 12月 20日環大－174

号）に示されている指針値（等価騒音レベル

［昼間：60デシベル 夜間：55デシベル］）

を参考指標とすることとしています。 

 振動については、昼間・夜間の区別なく振

動レベルの最大値を予測し、その影響につい

て評価します。 

 なお、今後、現況調査及び予測・評価を適

切に行い、必要な環境保全対策を検討した結

果を環境影響評価準備書に記載し、本事業に

よる環境影響ができる限り少なくなるよう

努めます。 

4 

 工事の実施による騒音・振動の影響が懸念

される。その影響範囲を示してもらいたい。 

 工事の実施による騒音・振動については、

現況調査及び予測・評価を行い、必要な環境

保全措置を検討した結果を環境影響評価準

備書に記載します。 

 なお、その影響範囲については、「環境影

響を受ける範囲であると認められる地域の

選定書」のとおり、事業計画地敷地境界から

100mの範囲までとしています。 

5 

 現在、我が家では、飲料水、生活用水、庭

への散水等を地下水で賄っている。工事の実

施に伴い、地下水の水質の悪化、湧水量の減

少、渇水等について懸念される。 

 構造物の設計に当たってはボーリング調

査を実施し、地下水の状況を把握した上で、

可能な限り地下水に影響を及ぼさないよう

設計に配慮します。 

 また、工事実施前には必要に応じて地下水

の水位・水質等を調査します。 

 工事着手後に地下水の変化が確認された

場合は、調査を実施した上で適切に対処しま

す。 

 なお、対応方針等については工事を実施す

る前の説明会等で改めてご説明します。 

6 

 構造物の建設に伴い、宅地が崩れないか懸

念される。 

 構造物の建設に当たっては宅地への影響

が及ばないよう、今後の実施設計に配慮しま

す。 

 また、工事実施前には必要に応じて宅地の

状況を調査し、工事着手後に宅地の状況に変

化が確認された場合は、調査を実施した上で

適切に対処します。 

 なお、対応方針等については工事を実施す

る前の説明会等で改めてご説明します。 
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7 

 そらの広電車庫の法面にあらわれた断層

破砕帯をくわしく検証していただきたい。 

 いただいたご意見については、既往資料を

収集し、実施設計を行う上での参考とさせて

いただきます。 

8 

 高架構造物による日照阻害が懸念される。

日影の影響範囲・影響時間帯を明確にしても

らいたい。 

 高架構造物による日照阻害の影響範囲や

影響時間帯について、現況調査及び予測・評

価を行い、その範囲を明確にした上で環境影

響評価準備書に記載します。 

 また、必要な環境保全措置についても検討

します。 

9 

 電波障害の対策はどうか。  高架構造物による電波障害の影響範囲に

ついて、現況調査及び予測・評価を行い、そ

の範囲を明確にした上で環境影響評価準備

書に記載します。 

 また、必要な環境保全措置についても検討

します。 

10 

 工事の実施に伴い、イノシシ、アナグマ、

タヌキなどの出没が増加し、畑や空き地を荒

らすことが懸念される。 

 工事の実施に伴い、イノシシ、アナグマ、

タヌキなどの出没が増加し畑や空き地を荒

らす状況が確認された場合は、適切に対処し

ます。 

11 

 建設工事について、工事時間帯、関連車両

の大きさ・台数、安全対策、防音対策等を明

確にしてもらいたい。また、小中学校周辺の

工事については、安全対策・防音対策等を徹

底してもらいたい。 

 工事時間帯、関連車両の大きさ・台数等の

工事計画の想定や安全対策・防音対策等につ

いて、小中学校付近の工事であることも配慮

の上、環境影響評価準備書に記載します。 

 なお、詳細な計画については工事実施前に

検討し、決定するとともに、対応方針等につ

いては工事を実施する前の説明会等で改め

てご説明します。 

12 

 五月が丘団地内道路について、建設工事

中、道路が通行禁止になることや、工事用車

両による渋滞・交通事故の危険性、著しい騒

音、生活の不自由等の状況が発生することが

懸念される。 

 今後の実施設計に当たっては、極力、交通

規制を最小限にする工法や騒音・振動の発生

を抑えた工法、工期の短縮等について検討す

るとともに、工事の実施に当たっては車両の

運行計画の効率化による走行台数の削減に

ついて検討し、工事中の影響を低減するよう

配慮します。 

 なお、対応方針等については、工事を実施

する前の説明会等で改めてご説明します。 

13 

 建設工事中の事故対策について示しても

らいたい。 

 工事実施前に安全を最優先した工事計画

を検討するとともに、工事中についても安全

管理を十分に徹底し、安全第一で施工しま

す。 

 なお、対応方針等については、工事を実施

する前の説明会等で改めてご説明します。 
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14 

 環境影響の予測結果は、定量的に示すとと

もに基準又は目標との対比による評価を行

い、基準又は目標を満足しない場合は、計画

を見直す等の対策について検討してもらい

たい。 

 予測は可能な限り定量的に行い、国又は地

方公共団体の基準又は目標が示されている

場合は、当該基準又は目標と整合が図られて

いるかどうかについて検討します。 

 また、環境影響を可能な限り回避又は低減

されるよう、環境保全措置について環境影響

評価準備書に記載します。 

15 
 己斐中央線の交通量予測について、時間帯

ごとに示してもらいたい。 

 環境影響評価準備書において記載します。 

16 

 施設の供用後において、五月が丘団地内道

路の渋滞や交通増加に伴う交通事故発生の

危険性が増加することが懸念される。 

 また、電柱の地下化について検討してもら

いたい。街路樹・バス停等はどのようになる

のか。 

 五月が丘団地内道路において、可能な限り

渋滞や交通事故への影響を低減し、利便性を

確保できるよう、今後の実施設計に配慮しま

す。 

 電柱の地下化は実施困難ですが、街路樹・

バス停等については、五月が丘団地内道路の

設計と併せて景観や安全性に配慮したもの

となるよう、今後、検討します。 

17 

 車両の乗客から家を覗かれてプライバシ

ーが侵害されることが懸念される。 

 また、車両と沿線の家との位置関係が良く

分からない。 

 乗降客が滞留し車両が停車する駅部につ

いては、必要に応じ目隠し板等を設置するな

ど、周辺の家屋等へのプライバシーに配慮し

ます。 

 また、新型車両の窓ガラスはスモークガラ

スにすることに加え、既存区間と同様にアイ

ポイントには透過率が低いフィルムを貼る

など、車両の中から外が見えにくいように対

策します。 

 構造物の詳細や家屋との位置関係等の詳

細については、今後、都市計画の説明会で改

めてご説明します。 

18 

 高架構造物と家屋敷地境界との間隔が３

ｍとなっており、生活環境が圧迫され精神的

ダメージを受けることが懸念される。橋脚の

大きさ・高さ・橋桁の幅、家屋との距離・位

置関係を示してもらいたい。 

 圧迫感を低減するため、本事業では既設の

アストラムラインで採用しているコンクリ

ート製の高架構造物ではなく、鋼製の高架構

造物を可能な限り採用する予定です。 

 これにより橋脚をスリムにするとともに、

橋脚数を約３割程度少なくすることで圧迫

感の低減を図ります。 

 構造物の詳細・家屋との位置関係等の詳細

については、今後、都市計画の説明会で改め

てご説明します。 

19 

 五月が丘地区について、高架構造をトンネ

ル構造にした方がよいのではないか。 

 事業化に向けた計画段階において、高架

案、地下トンネル案の構造について比較検討

した結果、地下トンネル案は影響が広範囲に

及び、膨大な事業費を要するため、五月が丘

地区はコスト面等で最も優位となる高架構

造としたものです。 
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20 

 己斐中駅と周辺の高台の住宅地とを結ぶ

歩道橋を整備してもらいたい。 

 周辺団地から己斐中駅へアクセスしやす

くなるような改良について、今後、地元の

方々の意見を伺いながら検討します。 

21 
 佐伯区五日市町半坂地区と（仮称）五月が

丘１駅との連絡道路を整備してもらいたい。 

 今後、地元の方々の意見を伺いながら、検

討します。 

22 

 生活環境の悪化に伴う建物の資産価値の

下落の可能性が懸念される。 

 資産価値については、一般的要因、地域要

因、個別要因により市場の取引において変動

するため一概には言えませんが、アストラム

ラインの延伸は公共交通の利便性の向上と

ともに、団地の活性化やまちづくりの貢献に

資するものと考えています。 

 なお、五月が丘地区における地価は、広島

県地価調査によると平成２７年から上昇傾

向に転じており、令和元年の対前年比の上昇

率は佐伯区内で最も高い７．１％となってい

ます。 

23 

 停車帯がなくなることにより、商店街付近

の駐停車が困難になるのではないか。 

 道路幅員については、道路の構造基準を満

たす範囲内で変更する予定ですが、停車や荷

捌きのためのスペースについては橋脚の高

架下を活用するなど、地元の方々の意見を伺

いながら、検討します。 

24 

 アストラムラインの延伸計画について、急

な説明で不安である。 

 沿線の生活環境への影響や利用者数の根

拠について、具体的な説明をしてほしい。 

 本事業については、平成２６年４月に取り

まとめた「アストラムライン延伸事業の基本

方針」において、大まかなルートとして経由

地を五月が丘団地、石内東地区とすることを

公表しました。 

 その後、事業の具体化に向けた検討を行う

中で、五月が丘団地はメイン道路に整備する

ことが団地の活性化につながること、アスト

ラムラインの利用者が最も多く望めること、

用地買収が最も少なく地区の皆様への影響

が小さいことが確認できたことから、平成３

１年２月にルート案を公表したところです。 

 今回、７月の説明会では環境影響評価実施

計画書の内容とともに、ルート案の概要につ

いて地元の皆様に初めてご説明しました。 

 今後とも地元の皆様のご不安が解消でき

るよう、節目節目で丁寧にご説明します。 

  



 

№ 市民意見の概要 都市計画決定権者の見解 

25 

 既設のアストラムラインの建設に当たり

実施した環境影響評価について、項目ごとに

事業実施前及び事業実施後の調査結果を示

してほしい。 

 また、工事の実施状況・周辺住民からの意

見などについても示してほしい。 

 既存区間で実施した環境影響評価につい

ては、「都市計画に係る環境影響評価実施要

領」に定める技術指針に基づき、現状調査、

予測、評価を行っています。 

 詳細は別添（P363～P388）のとおりです。 

 また、既存区間の建設当時における都市計

画案及び環境影響評価準備書に対する意見

書については、１件２名でした。 

 詳細は別添（P93～P94）のとおりです。 

 

※ 別添：広島新交通システム建設誌 広島

市 平成 12年 9月発行（抜粋） 

26 

 用地買収に当たり、具体的な補償内容を示

してもらいたい。 

 用地買収の概要については、実施前に説明

会を行います。 

 また、具体的な補償内容については、用地

買収を実施する段階において個別にご説明

します。 

27 
 駅名について、市民意見を踏まえて上で決

定してもらいたい。 

 駅名については、関係者の意見を伺いなが

ら、今後、検討します。 

  



 

 

【別添】 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


